
（第３号様式） 
                      印刷物仕様書 

 
 

印刷物名 
 

 
 

自動車税種別割減免についてお知らせ 

 
 
数量 

 

 
（  枚  組） ■部 □枚 
 ６，０００   □組 □冊 
         □セット 

 
印刷区分 

 
 ■オフセット □フォーム □ダイレクト □賞状 □地図 □その他（    ） 

 
 
 
 
 
 

用紙規格 
・ 

印 刷 面 
・ 

印 刷 色 
 
 
 

 
 
 

 
 ■Ａ □Ｂ ４判（□仕上がり） 

 
 □     ｲﾝﾁ×   ｲﾝﾁ 

 
 □     ㎜ ×     ㎜ 

 

【表 紙】    kg（紙の厚さ）          
□上質紙 □コート紙 □アート紙 □レザック □色上質紙（厚口・特厚口） 

 □その他（        ）  
 □片面刷／□両面刷（  色） 

 
【本 文】   ８頁     
 □上質紙 □コート紙 □アート紙 □OCR 用紙 □ﾉｰｶｰﾎﾞﾝ紙（青･黒）（N   ） 
 ■その他（色上質 うぐいす色 中厚口） □減感（   枚目）□裏ｶｰﾎﾞﾝ（  枚目） 
 □片面刷（□ﾓﾉｸﾛ（  頁）□２色（ 頁）□３色（   頁）□４色（  頁）） 
 ■両面刷（■ﾓﾉｸﾛ（ ８頁）□２色（ 頁） □３色（   頁）□４色（  頁）） 
【仕切紙】   枚                            
 □上質紙 □色上質紙（薄口・中厚口） □その他（          ）  
  □片面刷／□両面刷（  色） 

 
 

 
製   本 

 
 

 
 □無線（あじろ）とじ □針金とじ（□中とじ □平とじ）（ ヵ所) 
 □上製本 □見返し □背文字  □バラ（  枚帯掛） □穴（ ヵ所）  
 □ミシン（  本） □セット仕上（  枚帯掛） □天のり（ 組 冊） 
 □折り（□二つ折 □三つ折 □巻三つ折 □巻四つ折 □経本折 □観音折） 
 ■その他（背固め） 

 

 
 

 
グリーン 
購  入 

 
 
 
 

 

 ■適合  □不適合   □対象外 
【判断基準】 
(1)総合評価値 80 以上の印刷用紙を使用すること。（冊子形状のものについては表紙を除く。）  
(2)印刷物の用途・目的に支障のない範囲で、可能な限りＡランクの資材を使用すること。  
(3)報告書、ポスター、チラシ、パンフレット等の印刷物には、リサイクル適性を表示するこ
と。 
(4)オフセット印刷については、インキの種類ごとに規定された率以上の植物由来の油を含有
し、かつ芳香族成分が 1%未満の溶剤のみを用いたインキが使用されていること。 

 

写   真 
 

 

 □カラー  点 □モノクロ  点  
 【内訳】□支給 [著作権：□無（ 点）□有（ 点）] □撮影又はレンタル   点 

 

イラスト 
 

 
  □カラー  点 □モノクロ  点  
【内訳】□支給 [著作権：□無（ 点）□有（ 点）] □書起し又はレンタル  点 

 

 
支給原稿  

 

 

【表 紙】 □普通紙 □電子データ（使用ソフト：             ） 
【本 文】 ■普通紙 □電子データ（使用ソフト：             ） 
【イラスト】□普通紙 □電子データ（使用ソフト：             ） 
 【写 真】 □ネガ □プリント □電子データ（使用ソフト：        ） 

 
原稿引渡 

 
  ■受注業者決定時   □令和  年  月  日（予定） 

校  正 
責 任 者 

 所属名 総務部税務課       担当者 榎  
 内線（２２２９） 外線（０２４－５２１－７０７０） 

校正 
回数 

 
      １ 回 

 

納入期限 

 

 令和７年３月２４日（月） 

 

データ納品 

 

 ■要（形式：PDF    ）□不要 

 
納入場所 

 
 福島県総務部税務課                   【その他納品先】□有（    ヵ所） ■無 

 
特記事項 

 

 
 

 （注）１ 必要な仕様は、別紙に具体的に書き入れること。 
    ２ 受注業者は、作業前に校正責任者と打合せを行うこと。 
         ３ リサイクル適性の表示が必要な印刷物（上記グリーン購入【判断基準】 (3)を参照）については、受注業者

は速やかに資材確認票を出納局入札用度課に提出すること。 



身体等に障がいのある方のための自動車税・  

自動車取得税の減免についてのお知らせ 

（ 平成３０ 年度） 

福 島 県  

（ 令和６ 年度）

身体等に障がいのある 方のための

自動車税（ 種別割・ 環境性能割）の

減免のお知ら せ

１ 　 減免申請期限

　 　 令和６ 年度における 自動車税種別割の減免申請期間は下記のと おり です。

　 　 申請期間後に減免申請を行った場合は、 申請日の翌月以後の月数に応じ

て税額の月割相当額を減免し ま す。

　 　 詳細は本紙３ ページ目の「 ３ 　 減免申請の手続き 等」 をご覧く ださ い。

【 申請期間】

令和6年4月1日（ 月）～令和6年5月31日（ 金）

※　 新車又は中古車を登録する 際の自動車税申告時に減免申請する も のを除く 。

２ 　 電子車検証をお持ちの方へ

　 ●　 令和５ 年１ 月から 運輸支局で発行さ れる 車検証が、 こ れま でと 比

べ1/4程度の大き さ の「 電子車検証」 と なり ま し た。

　 ●　 当該電子車検証を お持ちの場合は、 減免申請時に「 電子車検証原

本」 及び電子車検証の副本「 自動車検査証記録事項」（ ※） の双方をお持

ちく ださ い。 窓口での待機時間短縮のため、 ご協力をお願いし ま す。

※　 現在の車検証と 同等の情報が記載さ れている 電子車検証の副本（ 紙ベース ）です。

令和７ 年12月31日ま で、 電子車検証の交付時に併せて交付さ れま す。

※令和６年度分見本



　 福島県では、 身体に障がいのある 方、 知的障がい・ 精神障がいのあ る 方のために使用さ れる

自動車で一定の要件に該当する も のについて、 納税義務者の申請によ り 自動車税及び自動車取

得税の全額（ 又は月割相当額） を減免する 制度を 設けていま す。  

　 なお、 軽自動車税の減免については、 お住ま いの市町村にお問い合わせく ださ い。  

　 身体障がい者の方は身体障害者手帳、 知的障がい者の方は療育手帳、 精神障がい者の方は精

神障害者保健福祉手帳、 戦傷病者の方は戦傷病者手帳によ り 判断し ま す。  

１ 減免の対象と なる障がいの範囲 

（ 1） 身体障がい者の方（ 身体障害者手帳）  

（ 2） 戦傷病者の方（ 戦傷病者手帳）  

乳幼児期以前の非
進行性脳病変によ
る運動機能障がい 

上肢機能 

移動機能 

1 級  2 級  3 級  4 級  5 級  6 級  1 級  2 級  3 級  4 級  5 級  6 級  

（ 注） 2 つ以上の障がいがある 場合には、総合判定によ る 級別によ り 判断し ま す。 

（ 注） 旧と し て表示し てある 場合の第 7 項症は第 1 款症、 旧第 1 款症は第 2 款症、 旧第 2 款症は第 3 款症と なり ま す。 

し たがっ て、 旧第 3 款症は該当し ま せん。 ま た、 目症については該当し ま せん。 

視 覚 障 が い  

区 分  身体障がい者の方が自ら 運転する 場合 身 体 障 が い 者 の 方 と 生 計 を 一 に す る 方  
ま た は 常 時 介 護 す る 方 が 運 転 す る 場 合  

減 免 の 対 象 と な る 範 囲  

区 分  
戦傷病者の方が自ら 運転する 場合 戦 傷 病 者 の 方 と 生 計 を 一 に す る 方  

ま た は 常 時 介 護 す る 方 が 運 転 す る 場 合  

減 免 の 対 象 と な る 範 囲  

聴 覚 障 が い  

平 衡 機 能 障 が い  

音 声 機 能 障 が い  

上 肢 不 自 由  

下 肢 不 自 由  

体 幹 不 自 由  

心臓、じ ん臓、呼吸器、小腸、 
ぼうこう又は直腸機能障がい 

肝臓、ヒト 免疫不全ウイルスによる 
免 疫 機 能 障 が い 

視 覚 障 が い  特別項 症か ら 第4 項症 

聴 覚 障 が い  

平 衡 機 能 障 が い  

音 声 機 能 障 が い  

上 肢 不 自 由  

下 肢 不 自 由  

体 幹 不 自 由  

心臓、じん臓、呼吸器、小腸、肝臓、 
ぼう こう 又は直腸機能障がい 

特別項 症か ら 第4 項症 

特別 項症か ら 第4 項症  特別項 症か ら 第4 項症 

特別 項症か ら 第4 項症  特別項 症か ら 第4 項症 

特別 項症か ら 第2 項症  

特別 項症か ら 第3 項症  特別項 症か ら 第3 項症 

特 別 項 症 か ら 第 6 項 症 ま で 及 び  
第 １ 款 症 か ら 第 3 款 症 ま で  

特 別 項 症 か ら 第 6 項 症 ま で 及 び  
第 １ 款 症 か ら 第 3 款 症 ま で  

特別項 症か ら 第3 項症 

特別項 症か ら 第4 項症 

特別 項症か ら 第3 項症  特別項 症か ら 第3 項症 

（ 喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る。） 
 

（ 喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る。） 
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　 福島県では、 身体に障がいのある 方、 知的障がいのある 方、 精神障がいのある 方のために使
用さ れる 自動車で一定の要件に該当する も のについて、 納税義務者の申請によ り 「 自動車税種
別割」（ 以下「 種別割」 と いう 。） 及び「 自動車税環境性能割」（ 以下「 環境性能割」 と いう 。）
の全額（ 又は月割相当額） を減免する 制度を設けていま す。
※　 軽自動車の場合は、「 環境性能割」 を 「 軽自動車税環境性能割」 と 読み替えてく ださ い。

※　「 軽自動車税種別割」 の減免については、 お住ま いの市町村にお問い合わせく ださ い。

身 体 障 が い 者 の 方 と 生 計 を 一 に す る 方
又 は 常 時 介 護 す る 方 が 運 転 す る 場 合

戦 傷 病 者 の 方 と 生 計 を 一 に す る 方
又 は 常 時 介 護 す る 方 が 運 転 す る 場 合
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（ 3） 知的障がい者の方

区　 　 　 　 分

減 免 の 対 象 と な る 範 囲

知的障がい者本人、 知的障がい者の方と 生計を 一にする 方又は常時介護する 方
が運転する 場合

療 育 手 帳 A（ 重度）

（ 4） 精神障がい者の方

区　 　 　 　 分

減 免 の 対 象 と な る 範 囲

精神障がい者本人、 精神障がい者の方と 生計を 一にする 方又は常時介護する 方
が運転する 場合

精 神 障 害 者
保 健 福 祉 手 帳

1 級
（ 注）　 自立支援医療受給者証（ 精神通院医療に係るものに限る。） の交付を受けている方に限る。

２ 　 減免の対象と なる自動車
（ 1） 減免の対象と なる 種別割・ 環境性能割

ア　 新車を 購入する 。 イ 　 一時抹消登録さ れている 中古車を購入する 。

区　 　 　 分 種別割
環　 境
性能割

区　 　 　 分 種別割
環　 境

性能割

減免を 受けている 自動車、 軽自動車がない ○ ○ 減免を受けている 自動車、 軽自動車がない ○ ●

現在減免を
受けている
自動車につ
いて　 　 　

1　 抹消登録する ○ ○
現在減免を

受けている
自動車につ

いて　 　 　

1　 抹消登録する ○ ●

2　 所有権移転登録する ○ 2　 所有権移転登録する ●

3
　 所有権が留保さ れている 自

動車の使用者を 変更する
○ 3

　 所有権が留保さ れている 自

動車の使用者を 変更する
●

現在減免を
受けている
軽自動車に
ついて　 　

1　 車検証を 返納する ○ ○
現在減免を

受けている

軽自動車に
ついて　 　

1　 車検証を 返納する ○ ●

2　 車検証の所有者を 変更する ○ 2　 車検証の所有者を 変更する ●

3
　 所有権が留保さ れている 軽

自動車の使用者を 変更する
○ 3

　 所有権が留保さ れている 軽

自動車の使用者を 変更する
●

ウ 　 ナンバーのついている 中古車を 購入する 。 エ　 自動車を 複数台所有し ている 。

区　 　 　 分
種別割
（ ※）

環　 境
性能割

　 減免を 受けている 自動車を 含む複数台の自動車を
所有し ている 方が、 年度の途中で減免を受けている
自動車を 抹消し 、 他の自動車で種別割の減免を受け
たい場合は、 申請日の翌月以後の月数に応じ 、 税額
の月割相当額の減免を 受ける こ と ができ ま す。

減免を 受けている 自動車、 軽自動車がない ●

現在減免を
受けている
自動車につ
いて　 　 　

1　 抹消登録する ●

2　 所有権移転登録する ●

3
　 所有権が留保さ れている 自

動車の使用者を 変更する
●

現在減免を
受けている
軽自動車に
ついて　 　

1　 車検証を 返納する ●

2　 車検証の所有者を 変更する ●

3
　 所有権が留保さ れている 軽

自動車の使用者を 変更する
●

（ ※）　 購入年度分の種別割の納税義務者は購入者ではな
いため、 減免は翌年度から 対象と なり ま す。 翌年度
の 4 月 1 日～提出期限ま でに減免申請を 行っ てく
ださ い。

（ 注1） ●は環境性能割が課税さ れる 場合のみ該当と なり
ます。

（ 注2） 減免を 受ける こ と ができ る 自動車は、 身体障が

い者、 知的障がい者又は精神障がい者1人につき 1台
（ 軽自動車を 含む。） に限り ま す。 そのため、 既に減

免を 受けていて、 新たに自動車を取得する 場合には、

新し い自動車を 登録する ま でに、 減免を 受けている

自動車の抹消登録等の手続き を 済ま せた上で減免の

申請を 行っ てく ださ い（ 申請の際に抹消登録等を 確

認でき る 書類を 提示し ていただく こ と になり ま す。）。

　　 　 なお、 減免を 受けていた自動車の抹消を せずに所

有権移転登録がさ れた場合は、 新し い自動車の種別

割の減免は翌年度から 対象と なり 、 翌年度の４ 月１

日～提出期限ま でに改めて申請する 必要があ り ま す

（ 環境性能割の減免を 受けていた場合を 除く 。）。
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（ 1） 減免申請書の提出期限及び提出先

（ 4） その他
ア　 減免が受けら れる 自動車は、 県内ナンバーで個人名義の自家用自動車（ 車検証に「 自家用」

　 　 　 と 記載さ れている 自動車） に限り ま す。
イ 　 運転免許証の条件（「 オート マチッ ク 車に限る 」 等） に合致し た自動車でなければなり ません。
ウ 　 車検証の有効期間が満了し たま ま 更新さ れていない自動車は、 減免を承認でき ま せん。
エ　 障がい者の方が18歳以上で施設等に住所を移転し ている 場合は、 減免は適用さ れま せん。

4 月 1 日（ 午前零時） 現在所

有（ 所有権留保付の場合は

使用） し ている 自動車につい

て減免申請する 場合（ 種別割

のみ）

新車を購入する場合

又は

一時抹消登録されている中古

車を購入する場合

も し く は

ナンバーのついている 中古車

を 購入する 場合（ 環境性能割

が課せら れる 場合のみ。）

身体障害者手帳等の交

付が自動車の登録日以前

の場合

身体障害者手帳等の交

付が4月1日より 前の場合

身体障害者手帳等の交

付が4月1日以降の場合

身体障害者手帳等の交

付が自動車の登録日の翌

日以降の場合

県北地方振興局吉倉出張所、

いわき 地方振興局内郷出張所

住 所 地 を 管 轄 す る

地 方 振 興 局 県 税 部

運輸支局等に新規、 移転又

は変更の登録を行うとき

（ ※注 1）

納期限まで（ ※注 1）

当該年度の 2月末日まで（ ※注 2）

（ 申請日の翌月以後の月数に

応じ、 税額の月割相当額を減

免します。）

当該年度の 2月末日まで（ ※注 2）

（ 申請日の翌月以後の月数に

応じ 、 税額の月割相当額を

減免します。）

（ 環境性能割は減免できませ

ん。）

3　 減免申請の手続き 等

（ 2） 自動車の使用目的

（ 3） 自動車の所有者（ 種別割、 環境性能割の納税義務者） 　

区　 　 　 　 分

身体障がい者（ 戦傷病者を 含む。）、知的障がい者

又は精神障がい者本人が運転する 場合

身体障がい者、 知的障がい者又は精神障がい者

と 生計を 一にする 方が運転する 場合　

身体障がい者、 知的障がい者又は精神障がい者

を 常時介護する 方が運転する 場合

使 用 目 的

制限はあり ま せん。

区　 　 分

身体障がい者本人

身体障がい者本人又はその方と 生計を一にする 方

知的障がい者本人又はその方と 生計を一にする 方

精神障がい者本人又はその方と 生計を一にする 方

（ 注1） 種別割については、 減免申請書を 提出期限後に提出さ れた場合でも 、 申請日の翌月以後の月数に応じ て税額
の月割相当額を 減免し ま す（ 申請日の属する 月ま での種別割については納付いただく こ と になり ま す。）。

　 　 　 　 環境性能割については、 減免申請書を 提出期限後に提出さ れた場合は減免する こ と ができ ませんので、 必ず
提出期限までに提出し てく ださ い。

（ 注2） 減免申請ができ る のは、 種別割又は環境性能割の納税義務がある 場合に限り ま す（ 3月は、 当該年度の種別割
の月割課税が発生し ないため、 減免申請は4月以降に行っ てく ださ い。）。

（ 注） 　「 常時介護する 方」 が運転する 場合には、 常時介護証明書が必要です。 証明書の交付については、 4ページの（ 3）
の交付機関にお問い合わせく ださ い。

所有（ 購入） 区分 手帳交付区分 提 出 期 限 提　 出　 先

障がい者の方が通学、 通院、 通勤、 通所又はその生活のために携

わっている 業（ 生業） のために使用する 場合に限ら れていま す。

障がい者の方が通学、通院、通勤、通所又はその生活のために携わっ

ている 業（ 生業） のために一年以上継続し て週三日以上使用する 場

合に限ら れていま す。（ 注）

18歳以上の身体障がい者（ 戦傷病者を含む。） のために使用する 自動車

18歳未満の身体障がい者のために使用する 自動車

知的障がい者のために使用する 自動車

精神障がい者のために使用する 自動車

減免と なる 自動車（ 軽自動車も 含む。） の所有者（ 所有権が

留保さ れている 自動車にあっては使用者）
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（ 2） 減免申請に必要な書類等

提 出 書 類 及 び

提　 示　 書　 類

区　 　 　 　 　 分

提 出 書 類 提 示 書 類

（ コ ピ ー不可） （ コ ピ ー不可） （ コピー可）
「
自
動
車
税
種
別
割
・
自
動
車
税
環
境
性
能
割

減
免
申
請
書
兼
申
立
書
」

（
※
１
）

障
が
い
者
の
世
帯
全
員
の
住
民
票
（
※
２
）

常

時

介

護

証

明

書

運

転

さ

れ

る

方

の

運
転
免
許
証
の
写
し
（
両
面
）

身

体

障

害

者

手

帳

療

育

手

帳

∧
自
立
支
援
医
療
受
給
者
証
（
※
３
）
∨

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

戦

傷

病

者

手

帳

∧
既
に
自
動
車
を
所
有
し
て
い
る
場
合
に
必
要
（
※
４
）
∨

自

動

車

検

査

証
（
※
５
）

∧
既
に
減
免
を
受
け
て
い
る
自
動
車
が
あ
る
場
合
に
必
要
∨

既
減
免
車
の
抹
消
・
移
転
登
録
等
が
確
認
で
き
る
書
類

身体障がい者、 戦傷病者、 知的障がい者又
は、 精神障がい者の方自ら 運転する 場合

● ● ○ ○ ○ ○ ◎ ◎

生計を一にする 方が運転する 場合 ● ● ● ○ ○ ○ ○ ◎ ◎

常時介護する 方が運転する 場合 ● ● ● ○ ○ ○ ○ ◎ ◎

（ ※ 1）　 軽自動車税環境性能割の減免申請は、「 自動車税種別割・ 自動車税環境性能割減免申請書兼申立書」 を 読み替え
て使用し ま す。

（ ※ 2）　 世帯主と の続柄が記載さ れている も の。 有効期間は発行日から 2 か月。
　 障がい者の世帯全員の住民票に、 障がい者と 運転者及び自動車の所有者（ 所有権留保付き の場合は使用者）（ 以
下「 運転者等」 と いう 。） の記載がある こ と を確認し ま す。
　 なお、 障がい者の方と 運転者等が世帯分離し ている 場合は、 それぞれの世帯全員の住民票が必要です。

【 東日本大震災及び福島第一原発事故によ り 指定市町村から 避難中で住民票を 異動し ていない方】

　 指定市町村（ いわき 市、 田村市、 南相馬市、 川俣町、 双葉郡８ 町村、 飯舘村） から 避難中で避難先自治体へ
住民票を 異動し ていない場合は、 障がい者及び運転者等全員の現住所（ 現在避難中の住所） が同じ である こ と
が確認でき る 「 世帯全員の住民票」（ Ａ ） 又は原発避難者特例法に基づく 避難元自治体発行の「 届出避難場所
証明書」（ Ｂ ） を提出し てく ださ い。

（ 例： 障がい者は避難中の住所に住民票異動済のためＡ 、 所有者と 運転者は異動し ていないためそれぞれＢ を
提出　 など ）

（ ※ 3）　 精神通院医療に係る 自立支援医療受給者証に限り ま す。 精神障害者保健福祉手帳と 自立支援医療受給者証のい
ずれか一方が有効期限を 経過し ている 場合は減免でき ま せんので、 更新完了後に申請し てく ださ い。

（ ※ 4）　 所有権が留保さ れている 自動車にあっ ては使用し ている 場合。
（ ※ 5）　 電子車検証の場合は、 当該電子車検証原本及び副本「 自動車検査証記録事項」 の双方を ご提示く ださ い（ 窓口

での待機時間の短縮のため。）。
（ 注）　 車検証及び運転免許証は、 有効期限内のも のに限り ま す。

（ 3） 常時介護証明書の交付機関

手 帳 の 種 類 市に お住ま い の 方 町 村 に お 住 ま い の 方

身 体 障 害 者 手 帳 市 福 祉 事 務 所 町 村 役 場（ 担 当 課 ）

戦 傷 病 者 手 帳 市 福 祉 事 務 所 県 保 健 福 祉 事 務 所

療 育 手 帳 市 福 祉 事 務 所 町 村 役 場（ 担 当 課 ）

精 神 障 害 者 保 健 福 祉 手 帳 市福祉事務所又は市保健所 町 村 役 場（ 担 当 課 ）

（ 注 1）　 証明書の交付を 受ける ために必要な書類については、 交付機関にお問い合わせく ださ い。
（ 注 2）　 証明書の有効期間は、 発行日から 2 か月です。

（ 4） 障がい者の方と 生計を 一にする、 別居の家族の方が運転する場合の手続き について

　 障がい者の方（ 18 歳以上で、かつ施設等に住所を移転し ている 場合を除く 。） と 生計を 一にする 、
別居の家族の方が当該障がい者の方のために運転する 場合、 次の必要書類等によ り 生計を 一にし
ている こ と が確認でき る 場合は、 生計同一と みなし 、 減免の対象と し ま す。
　 詳し く は、 最寄り の地方振興局県税部へお問い合わせく ださ い。

　 ○必要書類等

提　 出　 書　 類

①続柄を証する 書類
・ 戸籍謄本
・ 世帯全員の住民票　 　 ※　 発行日から 2 か月以内のも の（ コ ピ ー不可）

②生計を 一にする こ と を 証す
る 書類

・ 扶養関係の記載及び税務署の受理印がある 確定申告書の写し
　（ 電子申告の場合、 受信通知の写し を添付する こ と ）
・ 扶養関係の記載がある 源泉徴収票の写し
・ 扶養関係の記載がある 健康保険証の写し
・ 扶養関係の記載及び市町村の受理印がある 市町村民税・ 県民税申告書の写し など

③障がい者のために運転する
申し 立て

・ 減免申請書兼申立書

●…必ず提出　 　 ◎…必ず提示

〇…該当する も ののみ提示（ 複数の手帳の交付を受けている 場合はそのすべての提示が必要）
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（ 例） 

　 9月15日に身体障害者手帳の交付を受け、 減免要件に該当することとなり 、 10月15日

に減免申請をした場合 

月日 4/1 9/15 10/15 11/1 3/31

5 か月（ 申請の翌月から年度末までの月数） 

所有する自動車の排気量が 1.5 ㍑を超え 2.0 ㍑ 以下（ 39,500 円） の場合 

39,500 円× 7 か月÷ 12 か月＝ 23,041 円≒ 23,000 円（ 百円未満切り捨て）

39,500 円－ 23,000 円＝ 16,500 円 

年税額 39,500 円のうち、 16,500 円を減免します。 

減免申請書を提出する 

手帳の交付を受ける 

5　 自動車税の減免に係る翌年度継続の手続 
　 身体障がい者等に係る 自動車税の減免を 受ける ためには、 毎年、 納期限ま で（ 身体障がい

者等に係る 自動車税の減免以外の減免については、 納期限の7日前ま で） に減免申請を し なけ

ればなら ないこ と と さ れており ま す。  

　 　 ただし 、 本年12月末日現在において、 自動車税ある いは自動車取得税の減免を 受けた自動

車の登録等の状況に異動がない方には、 翌年1月下旬に「 減免を 受けた自動車の現況報告書」

用紙を お送り し ま す。 こ の「 現況報告書」 を 翌年2月末日ま でに所管の地方振興局県税部に提

出さ れま すと 、 減免要件事項に変更がないと 認めら れる 場合には、 翌年5月下旬に当該年度の

自動車税の減免承認通知書を お送り し ま す。  

　 　 ま た、 翌年1月から 3月の間の自動車の登録の際に自動車税ある いは自動車取得税の減免を

受けた方、 も し く は1月から 2月の間に申請をし て月割で自動車税の減免を受けた方については、

3月末日ま でに障がい者の方等の状況に異動がない限り 、 特に手続き を し なく と も 同様に減免

承認通知書をお送り し ま す。  

　 　 し たがっ て、 翌年1月から 3月の間に報告事項や障がい者の方等の状況に異動が生じ た場合

には、 必ず所管の地方振興局県税部へご連絡く ださ い。  

　 　 なお、 期日ま でに「 現況報告書」 の提出がない場合や提出し ても 減免に該当し ない場合には、

翌年5月に当該年度の納税通知書が送付さ れる こ と と なり ま す。  

　 減免要件事項に変更がある 場合（ 減免を 受ける 自動車や運転者を 変更する 場合、 障がいの

内容に変更がある 場合など ） には、 の手続き によ り 減免を 受ける こ と はでき ず、 翌年度、

納期限ま でに新たに減免申請を する こ と と なり ま す。  

4　 自動車税の月割減免 （ 自動車取得税の月割減免はあり ません。）  

　 年度の途中に身体障害者手帳等の交付を 受ける など 、 新たに減免要件に該当する こ と と なっ

た場合（ 提出期限後に申請書が提出さ れた場合も 含む） は、 申請日の翌月以降の月数に応じ 、

税額の月割相当額を 減免し ま す。  

※減免申請ができ る のは、 自動車税の納税義務がある 場合に限り ま す。  
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4　 種別割の月割減免

　（ 環境性能割の月割減免はあり ません。）

　 年度の途中に身体障害者手帳等の交付を 受ける など 、 新たに減免要件に該当する こ と と なっ た

場合（ 提出期限後に申請書が提出さ れた場合も 含む。） は、 申請日の翌月以降の月数に応じ 、 税

額の月割相当額を減免し ま す。

※　 減免申請ができ る のは、 種別割の納税義務がある 場合に限り ま す。

5　 種別割の減免に係る翌年度継続の手続

⑴　 障がい者に係る 種別割の減免を 受ける ためには、 本来毎年減免申請が必要ですが、 申請者

の利便性に配慮する ため、 12 月末日現在において種別割又は環境性能割の減免を 受けた自動

車の登録の状況等に変更がない方には、 翌年 1 月末に減免を 受けた自動車の「 現況報告書」

を お送り し て いま す。 こ の現況報告書を 2 月末日ま でに所管の地方振興局県税部に提出し 、

減免要件事項に変更がないと 認めら れる 場合には、 5 月下旬に当該年度の種別割の減免承認

通知書をお送り し ま す。

　 　 ま た、 自動車の登録を 1 月から 3 月の間に行っ た際に申請を し て種別割又は環境性能割の

減免を 受けた方、 も し く は 1 月から 2 月の間に申請を し て月割で種別割の減免を 受けた方に

ついては、 3 月末日ま でに障がい者の方等の状況に変更がない限り 、 特に手続き を し なく て

も 同様に減免承認通知書をお送り し ま す。

　 　 なお、 1 月から 3 月の間に障がい者の方等の状況や現況報告書によ る 報告内容に変更が生じ

た場合には、 必ず所管の地方振興局県税部へご連絡く ださ い。

※　 期日までに「 現況報告書」 の提出がない場合や提出し ても 減免に該当し ない場合には、

5 月に当該年度の納税通知書が送付さ れるこ と と なり ます。

⑵　 減免要件事項に変更がある 場合（ 減免を 受ける 自動車や運転者を 変更する 場合、 障がいの

内容に変更がある 場合など ） には、 ⑴によ る 減免手続き は適用さ れま せんので、 翌年度、 提

出期限ま でに新たに減免申請を する こ と と なり ま す。

　 　 報告さ れた内容が事実と 異なる 場合には、 減免を 取り 消し 、 さ かのぼっ て追徴課税する こ

と があり ま すのでご注意く ださ い。

5か月（ 申請日の翌月から年度末までの月数）

所有する 自動車の排気量が1.5㍑を 超え2.0㍑以下（ 39,500円） の場合
　 ・ 申請日の翌月以降の月割算出額
　 　 　 　 　 　 　 　 　 39,500円×5か月÷12＝16,458円
　 ・ 月割課税額　 　 39,500円－16,458円＝23,042円≒23,000円（ 百円未満切捨）
　 ・ 減　 免　 額　 　 39,500円－23,000円＝16,500円

年税額39,500円のう ち 、 16,500円を 減免し ます。
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6　 減免の判定時期

　「 減免の要件」 に該当する かど う かの判定は、 次の時点での状況等によ り 行いま す。

⑴　 毎年定期的に課税さ れる 種別割については 4 月 1 日（ 賦課期日） の状況

⑵　 自動車の登録時に課税さ れる 種別割・ 環境性能割については登録の際の現況

⑶　 4 月 1 日（ 賦課期日） 以降に、 身体障害者手帳等の交付を 受け申請する 場合又は自動車を 取

得し 申請する 場合には、 申請日の現況

7　 その他

⑴　 障がい者の方に対する 種別割・ 環境性能割の減免制度は、 各都道府県によ り 内容（ 認定の要

件等） が異なっ ていま す。

⑵　 本県では、 ほかにも 次のよ う な自動車に対する 減免制度を 設けていま す。

　 ア　 常時介護を 必要と する 高齢者又は重度身体障がい者のための入浴の用に供する 移動入浴車

（ 種別割・ 環境性能割）

　 イ 　 専ら 身体障がい者等の利用に供する ため、 特別の仕様によ り 製造さ れた自動車又は一般の

自動車に構造変更が加えら れた自動車（ 種別割・ 環境性能割）

　 ウ 　 構造上身体障がい者等の利用に供する ための自動車（ イ と 同様に構造変更等が加えら れた

自動車で身体障がい者以外にも 併せて利用さ れる 自動車）（ 環境性能割）

　 エ　 専ら 身体障がい者等が運転する ための構造変更がなさ れた営業用の自動車（ 環境性能割）

　 オ　 身体障がい者等の利用に供する 超低床バス （ 環境性能割）

〜 よく あるお問い合わせ 〜

Ｑ ． 車検証の名義が障がい者本人でないと 減免は受けら れないのですか？

Ａ ． 車検証に記載さ れている 所有者（ ※） が、 4 月 1 日午前零時現在、 障がい者の方本人で

なければなり ま せん。

　 　 ただし 、 18歳未満の身体障がい者、 知的障がい者、 精神障がい者のために使用する 自

動車の場合は、 障がい者の方本人と 生計を 一にする 方が所有者（ ※） であ っ ても 対象と

なり ま す。

　（ ※） 所有権留保付き の場合は使用者

Ｑ ． 障がい者本人は申請に行く こ と ができ ません。 代理人でも 申請でき ますか？

Ａ ． 代理の方でも 減免申請ができ ま す。

　 　 障害者手帳や運転免許証の写し など 必要なも の（ 4 ページ参照） を準備し 申請し てく だ

さ い。 なお、 委任状は不要です。

Ｑ ． 毎年申請に行く 必要があり ますか？

Ａ ． 減免要件事項に変更がない場合は、 窓口での申請は不要です。

　 　 減免が承認さ れた年度以降は、 減免を 受けた自動車の「 現況報告書」 によ る 手続き と

なり ま すので、 郵送等によ り 期限ま でに提出し てく ださ い（ 5 ページ参照）。

　 　 ただし 、 減免要件事項に変更があ る 場合（ 減免を 受ける 自動車や運転者を 変更する 場

合など ） は、 現況報告書によ る 減免手続き は適用さ れま せんので、 翌年度の 4 月 1 日か

ら 提出期限ま でに新たに減免申請が必要と なり ま す。

Ｑ ． 車検を 受けるための納税証明書はどう なり ますか？

Ａ ． 車検用納税証明書は、 減免承認通知書と 併せて 5 月下旬以降に順次お送り し ま すので、

大切に保管し てく ださ い（ 前年度から 継続し て減免を受けら れる 場合に限り ま す。）。
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減免に関するお問い合わせ先 

　 自動車税、 自動車取得税の減免に関する お問い合わせは、 最寄り の地方振興局県税部ま でお願い 

し ま す。  

＜地方振興局＞ 

 振 興 局  所 在 地 電話番号 所 轄 区 域 郵便 
番号 

県 北 地 方  
振 興 局 県 税 部  

福島市、 二本松市、 伊達市、 本宮市
伊達郡、 安達郡 

9 6 0 - 
8670

（ 024） 
521-2702

郡山市麓山１ 丁目１ －１  
県 中 地 方  
振 興 局 県 税 部  

郡山市、 須賀川市、 田村市、  
岩瀬郡、 石川郡、 田村郡 

9 6 3 - 
8540

（ 024） 
935-1261

白河市昭和町269
県 南 地 方  
振 興 局 県 税 部  

白河市、 西白河郡、 東白川郡 9 6 1 - 
0971

（ 0248） 
23-1519

会津若松市追手町７ －５  
会 津 地 方  
振 興 局 県 税 部  

会津若松市､喜多方市､耶麻郡､ 
河沼郡､大沼郡 

9 6 5 - 
8501

（ 0242） 
29-5261

南会津郡南会津町田島字 
　 　 　 　 根小屋甲4277－１  

福島市杉妻町２ －16  
　 　 　 　 県庁北庁舎４ 階 

南 会 津 地 方  
振 興 局 県 税 部  

南会津郡 9 6 7 - 
0004

（ 0241） 
62-5214

南相馬市原町区錦町１ 丁目30
相 双 地 方  
振 興 局 県 税 部  

相馬市、 南相馬市、 双葉郡、 相馬郡 9 7 5 - 
0031

（ 0244） 
26-1127

いわき 市平字梅本15
い わ き 地 方  
振 興 局 県 税 部  

いわき 市 9 7 0 - 
8026

（ 0246） 
24-6025

自動車税3つの心得 

１ ） 「 納税証明書」 は車検証と 一緒に大切に保管し まし ょ う ！ 

　 自動車の継続検査・ 構造等変更検査（ 車検） の際、 運輸支局で自動車税の納付を 確認し ま すので、

納税証明書（ 継続検査・ 構造等変更検査用） は車検証と 一緒に保管し てく ださ い。 納税証明書の用紙は、

自動車税納税通知書など と 一連の用紙にし てお送り し ま す。 こ の通知書等で「 納期限」 又は「 延滞金

を 算出し た期間の末日」 ま でに納付し ていただき 、 納税証明書の用紙に領収日付印の押印を 受け、 納

税証明書と し てご使用く ださ い。  

　 ま た、 継続し て自動車税の減免を 受けている 方については、 5月下旬に当該年度の自動車税の減免承

認通知書を お送り し ていま すが、 そこ に納税証明書が付けら れていま す。  

２ ） 転居し たら 、 車も 住所変更の登録をし まし ょ う ！ 

　 住民票を 移し ても 、 車検証の住所は一緒には移り ま せん。 転居し たと き は管轄の運輸支局で忘れず

に変更登録を 行っ てく ださ い。  

３ ） 車を譲渡し たり 、 廃車し たり すると きは、 必ずその旨を登録 
し まし ょ う ！ 

　 自動車税の納税通知書は毎年4月1日現在で運輸支局に登録さ れている 車検証に記載さ れた名義上の

所有者（ 割賦販売など で売主が所有権を 留保し ている 場合は、 買主である 使用者） に送付さ れま す。

し たがっ て、 自動車を 他人に譲っ たり 廃車し たり し て、 実際に使用を やめても 、 運輸支局の登録がそ

のま ま である 限り 、 自動車税は元の所有者に課税さ れる こ と になり ま す。  
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減免に関するお問い合わせ先

　 種別割・ 環境性能割の減免に関する お問い合わせは、 最寄り の地方振興局県税部ま でお願いし

ま す。

自動車税種別割 3 つの心得

１ ） 車検時の納税確認は電子的に行えます！

　 平成27年 4 月から 、 運輸支局において車検時の納税確認を オン ラ イ ンによ り 電子的に行える よ う に

なり ま し た。 こ のため、 現在は納税証明書の提示が省略でき る こ と と なっていま す。

　 ただし 、 納付し た日から 運輸支局で確認でき る ま で最大 3 週間程度を 要する こ と から 、 運輸支局で

電子的に確認でき ない場合には、 納税証明書の提示が必要と なり ま すのでご留意願いま す。

　 なお、 継続し て種別割の減免を 受けている 方については、 5 月下旬に当該年度の種別割の減免承認

通知書と 併せて納税証明書を お送り し ま す。

２ ） 引っ 越し たら 、 車も 住所変更の登録をし まし ょ う ！

　 住民票を 移し ても 、 車検証の住所は一緒には移り ま せん。 引っ 越し たと き は転居先の住所地を 管轄

する 運輸支局で忘れずに変更登録を 行っ てく ださ い。

※　 道路運送車両法で 15 日以内の変更登録義務が規定さ れており 、 違反する と 罰則も あり ま す。

３ ） 車を譲渡し たり 、 廃車し たり すると きは、 必ず移転・ 抹消などの
登録をし まし ょ う ！

　 種別割の納税通知書は、 法律に基づき 毎年 4 月 1 日現在で運輸支局に登録さ れている 車検証に記載

さ れた所有者（ 割賦販売など で売主が所有権を 留保し ている 場合は、 買主である 使用者） に送付さ れ

ま す。

　「 他人に譲っ た」、「 車屋に廃車を 依頼し て持っ ていっ ても ら っ た」 など 、既に手元にない自動車であっ

ても 、 運輸支局の登録がそのま ま 残っ ている と 、 種別割は元の所有者に課税さ れ、 ト ラ ブルと なる こ

と も あり ま すのでご注意く ださ い。
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